
第 ６ 回 南 庄 内 合 併 協 議 会 
 

                        期 日：平成１７年５月２４日（火） 
                         会 場：鶴岡市 出羽庄内国際村   
 

次       第 

 

１ 開 会  

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 事 

 （１）一部事務組合等の取扱いについて 

（２） 市章の制定について 

（３） 議案第１０号 平成１６年度南庄内合併協議会歳入歳出決算について 

（４） 議案第１１号 平成１７年度南庄内合併協議会補正予算(第１号)について 

 

 

４ そ の 他   

 

 

 

５ 閉 会 
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（敬称略）

市 町 村 名 氏　　　　名 備　　考
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議　　員 斎　藤　助　夫

議　　員 本　城　昭　一

助　　役 芳　賀　　　肇

識見を有する者 大　瀧　常　雄

識見を有する者 竹　内　峰　子

識見を有する者 菅　原　一　浩

町　　長 阿　部　昇　司

議　　長 齋　藤　　　久 ≪欠席≫

議　　員 押　井　喜　一

識見を有する者 冨　樫　達　喜

識見を有する者 伊　藤　　　忠

町　　長 中　村　博　信

議　　長 山　口　　　猛 ≪欠席≫

議　　員 冨　樫　栄　一

識見を有する者 呼　野　祝　二

識見を有する者 高　橋　　　澤

町　　長 難　波　玉　記

議　　長 菅　原　　　元

議　　員 安　野　良　明

識見を有する者 長　南　源　一

識見を有する者 前　田　藤　吉

村　　長 佐　藤　征　勝

議　　長 進　藤　　　篤

議　　員 井　上　時　夫

識見を有する者 田　村　作　美

識見を有する者 渡　部　長　和

町　　長 佐　藤　正　明

議　　長 佐　藤　甚一郎

議　　員 本　間　義　弥

識見を有する者 齋　藤　金　一

識見を有する者 佐　藤　喜久子

監　査　委　員 朝日村監査委員 難　波　鉄　雄 ≪欠席≫

羽黒町監査委員 清　野　　　均

温　　海　　町

羽　　黒　　町

櫛　　引　　町

朝　　日　　村

南庄内合併協議会委員等名簿

区　　　　分

鶴　　岡　　市

藤　　島　　町
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白ページです。 
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市 章 の 制 定 に つ い て 
 
 
１ 募集要項について  （要項案:別添） 
   ・期間   平成 17 年 6 月 1 日から 7 月 15 日まで 
   ・対象   6 市町村在住ないし出身者 
   ・応募   協議会事務局あて郵送ないし持参 
   ・選考   応募作品と現在の市町村章を対象に候補作品(1 点)を選考 
          地元関係者の意見を参考としながら絞り込みを行い、 
          さらに各市町村内での協議を踏まえ、協議会運営小委員会に

おいて候補を選考し、合併協議会で協議する。 
（正式には、10 月 1 日、新市発足時に制定される） 

   ・賞金   ２０万円（1 点） 
   ・その他  著作権等は合併協議会及び新「鶴岡市」に帰属 
         使用にあたって若干の変更、修正をする場合あり 
 
 
２ 周知方法について 
   ・チラシ 
     募集要項の概要と応募用紙を 1 枚のチラシとし、6 月 1 日以降に発行す

る市町村広報誌への折り込み、庁舎等における配布などを行う。 
   ・インターネット 
     募集要項、応募用紙を合併協議会及び 6 市町村ホームページに掲載する。 
   ・プレスリリース 
     鶴岡記者会の会員に対し、募集要項、チラシ等を資料として配布し、記

事化を依頼する。 
 
 
３ 今後のスケジュールについて 
 

6 月 1 日  募集開始 
7 月 15日  募集締切 
   
8 月  候補作品の絞り込み、類似作品等の確認 
   
  各市町村内での協議 

運営小委員会 
合併協議会 

   
  公表 
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新「鶴岡市」市章 応募要項（案） 
 
 
 

鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町の 6 市町村が 10 月 1 日に合併して

誕生する新「鶴岡市」にふさわしい市章を募集します。 
 
 
＜応募できる方＞ 
  現在 6 市町村にお住まいの方、またはご出身の方。職業、年齢は問いません。 
 
＜選考方法＞ 
  応募作品、及び 6 市町村の現在の市町村章を対象に、南庄内合併協議会が、美術、歴

史分野など地元関係者の意見も参考としながら、候補作品（1 点）を選考します。 
 
 
＜募集内容＞ 
  ① 市旗、看板、バッジなどの使用にふさわしいシンプルで親しみやすいデザインと

します。 
  ② 色数は 3 色以内（地色を除く）とします。 

カラーのデザインであっても、白黒など単色で使うことがあります。 
ぼかし・濃淡や、金色・銀色は使用できません。 

  ③ 自作の未発表作品（他に応募したことがなく、今回初めて発表のもの）と 
    現在の市町村章を応募することができます。 

応募のあった作品と現在の市町村章を対象に審査します。 
  ④ 6 市町村以外の市町村章、都道府県章、他の商標(マーク)等と類似しないものとし

ます。 
 
＜募集期間＞ 
  平成 17 年 6 月 1 日（水）から 7 月 15 日(金)まで （必着） 
 
＜応募の制限＞ 
  応募作品は、1 人 1 点とします。 
 
＜応募の方法＞ 
  ① 所定の応募用紙をご使用ください。 
      デザインは、応募用紙に直接描くか、別に描いたものを貼り付けてください。 
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      氏名など所定の事項をご記入ください。 
（現市町村章を応募する場合は、その旨をご記入ください） 

   
  ② 南庄内合併協議会あてに郵送または持参してください。 
      ファックス、電子メールでは応募できません。 

なお、応募者の個人情報は、市章募集以外の目的に使用することはありません。 
 
＜賞金等＞ 
  候補作品（１点）の応募者に対しては、賞金として 20 万円贈呈します。 
    ただし、対象者が未成年の場合は、その保護者に贈呈します。 

また、6 市町村の現在の市章が候補作品となった場合は、賞金の対象とはなりません。 
 
＜発表＞ 

候補作品（１点）の応募者には、協議会事務局から事前に連絡のうえ、氏名、年齢、

職業、住所の市町村名を公表します。 
  また、選考過程において応募作品を公表する場合があります。 
 
＜作品の帰属等＞ 
  ① 候補作品（１点）に関する一切の権利は、南庄内合併協議会及び新「鶴岡市」に

帰属します。 
  ② 市章としての使用にあたって候補作品に若干の変更・修正をする場合があります。 
  ③ 応募作品は返却しません。 
  ④ 既に発表のデザインと同一もしくは類似している場合または他の著作権の侵害が

あることが明らかになった作品は、発表後でも候補作品としての扱いを取り消す

場合があります。 
 
＜その他＞ 
  このほかに必要な事項については、南庄内合併協議会において定めることとします。 
 
 
 〔応募・問合せ先〕 
   南庄内合併協議会  〒997-8601 鶴岡市馬場町 9-25（鶴岡市役所 6 階） 

        電話 0235－25－2115（直通） 
             HP: http://www.minamishonai-gappei.jp/ 



議案第１０号 平成１６年度南庄内合併協議会歳入歳出決算書 （平成16年11月9日～）

（単位：円）

 科　　目
当　初
予算額

現　計
予算額

収入済額 比　　較 内　　　　　容 収入済額

歳入 負担金 7,799,000 7,799,000 7,799,000 0

県交付金 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 ゆとり都山形未来のまちづくり交付金 5,000,000

雑収入 1,000 1,000 20 △ 980 預金利子 20

合　計 12,800,000 12,800,000 12,799,020 △ 980 #########

（単位：円）

 科　　目
当　初
予算額

補正額 流用額
現　計
予算額

支出済額 差　引　額 内　　　　　容 支出済額

歳出 報酬 1,252,000 1,252,000 848,000 404,000 協議会委員報酬（7回開催） 848,000

共済費 193,000 193,000 79,221 113,779 事務局臨時職員健康保険料等（１名11月～3月） 79,221

賃金 1,689,000 1,689,000 586,873 1,102,127 事務局臨時職員賃金（１名11月～3月） 586,873

報償費 75,000 106,550 181,550 181,550 0 専門部会学識者謝礼、視察先謝礼等 181,550

旅費 722,000 65,320 787,320 787,320 0 協議会委員費用弁償（7回）、事務局視察旅費等 787,320

需用費 6,547,000 △ 439,601 6,107,399 3,624,847 2,482,552 紙・コピー用消耗品、参考書籍代、ほか事務用消耗品 959,222

借り上げ車輌ガソリン代 21,317

協議会昼食・お茶代　等 173,185

協議会だより発行（3回）、合併協定書・建設計画書印刷製本 2,471,123

役務費 116,000 267,731 383,731 383,731 0 郵送料、ファクシミリ回線通信料等 309,791

借り上げ車輌任意保険料 73,940

委託料 835,000 835,000 407,400 427,600 ホームページ作成委託料、会議反訳等 407,400

使用料及び賃借料 1,246,000 1,246,000 741,180 504,820 協議会会場使用料、パソコンリース料等 741,180

備品購入費 125,000 125,000 0 125,000 0

合　計 12,800,000 0 0 12,800,000 7,640,122 5,159,878 7,640,122

※ 収入済額 12,799,020 － 支出済額 7,640,122 ＝ 5,158,898 は平成１７年度へ繰越

0

0

構成市町村負担金（鶴岡市5,319,000、藤島町647,000､
   羽黒町507,000、櫛引町452,000、朝日村312,000、
   温海町562,000）

補正額

0

0
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≪歳　　入≫ （単位：千円）

科　　目 補正前の額 補正額 計

鶴岡市 2,816　　藤島町 344　　羽黒町 269

櫛引町 239   朝日村 164   温海町 296

県 交 付 金 0 0

繰 越 金 5,000 158 5,158

雑 収 入 1 1

合　　計 9,726 4,286 14,012

≪歳　　出≫ （単位：千円）

科　　目 補正前の額 補正額 計

報 酬 838 838

共 済 費 107 107

賃 金 913 913

報 償 費 295 406 701

旅 費 671 40 711 市章選定検討会議出席者費用弁償

需 用 費 5,126 3,840 8,966

役 務 費 93 93

委 託 料 576 576

使用料及び
賃 借 料

1,007 1,007

備品購入費 100 100

合   計 9,726 4,286 14,012

補正の内容

市章選定検討会議出席者謝金、市章採用作品賞金、
市章類似意匠確認調査謝金

市民ガイドブック作成費

補正の内訳

負 担 金 4,725 4,128 8,853

議案第１１号

平成１７年度南庄内合併協議会補正予算（第１号）

　下記補正予算は、市町村議会６月定例会において負担金の補正予算が議決された後に会長
が決定することとする。
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